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南海トラフ地震・津波対策の事業実施状況

32高知IC県都高知市を中心とする沿岸部は 人口や都市機能が集積し 高知龍馬空港・高知港等の重要ｲﾝﾌﾗが立地するなど 陸・海・空の交通の結節点と32高知IC

各海岸の事業実施状況
○直轄高知海岸

・新居工区 H24～H26（完成）

県都高知市を中心とする沿岸部は、人口や都市機能が集積し、高知龍馬空港 高知港等の重要ｲﾝﾌﾗが立地するなど、陸 海 空の交通の結節点と
もなっており、当地域で地震・津波対策を進めることで浸水被害の最小化と早期の社会経済活動の復旧・復興が可能となります。
このため、直轄高知海岸の堤防耐震化等を進めるとともに、県施工区間でも地震・津波対策を実施しております。
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33

・仁ノ工区 H23～H24（完成）
・戸原工区 H26～H28（完成予定）
・長浜工区 H26～ （施工中）
・南国工区 H27～ （施工中）

○十市前浜海岸 H25～H28（完成予定）
○宇佐漁港海岸 H25～ （施工中）
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宇佐漁港海岸
L=4,911m

施工済施工済 施 中 施工中

直轄高知海岸 施工区間：Ｌ＝１3,341m直轄高知海岸 施工区間：Ｌ＝１3,341m

「全国ランドサットモザイク画像を加工 データソース：Landsat8画像（GSI,TSIC,GEO Grid/AIST）, Landsat8画像（courtesy of the U.S. Geological Survey）, 海底地形（GEBCO）」
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完成予定

（県）施工区間（県）施工区間



直轄高知海岸の事業実施状況（南海トラフ地震・津波対策）

対策断面 施工状況 完成写真対策断面 施工状況 完成写真

新居、戸原、長浜、南国工区

新居、仁ノ工区
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直轄高知海岸では、液状化対策として、鋼管杭工法、二重鋼矢板工法を採用し、揺れ・液状化に
よる崩壊や沈下を抑制するとともに、津波に対しても粘り強く抵抗する構造を採用しています。



十市前浜海岸の事業実施状況（南海トラフ地震・津波対策）

十市前浜海岸 対策断面 十市前浜海岸 完成写真十市前浜海岸 対策断面

標準断面図①（緩傾斜堤区間）
標準断面図①（緩傾斜堤区間）

十市前浜海岸 完成写真
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津波高　TP+8.00
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標準断面図②（緩傾斜堤区間外）
標準断面図②（緩傾斜堤区間外）
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十市前浜海岸では液状化沈下量が小さいことから、液状化沈下分を嵩上げすることで津波に対する高さを
確保するようにしています。対策については、平成28年度に完成する予定です。



宇佐漁港海岸の事業実施状況（南海トラフ地震・津波対策）

宇佐漁港海岸事業 各地区の対策断面

新居地区 H25～H28（完成）

宇佐漁港海岸事業 各地区の対策断面

法線

AS

既設堤体撤去1号波返工

σ28=24N/mm2

堤防天端高 T.P.+10.50

鋼管杭頭高 T.P. +9.30

1000

500
2
45
0

宇佐地区 竜地区井の尻地区

TP=0.00

鋼管杭1000φ,t=10,L=19.5m

新居地区 完成写真 宇佐側から撮影

段階施工 TP +6.20

段階施工 TP +6.60
海側 県道

宇佐地区 竜地区井の尻地区
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新居地区は直轄高知海岸新居工区と連携して対策を実施し、平成28年度に完成しております。宇佐、井の尻、
竜地区では平成28年度より工事を実施しております。



岸本海岸は 香南市に位置し 背後には多くの人家 資産が集積していると共に 唯 の幹線道路

岸本海岸（香南市）の事業実施状況（台風・高波対策）

岸本海岸は、香南市に位置し、背後には多くの人家、資産が集積していると共に、唯一の幹線道路
である国道５５号が並走している。
以前は、堤防前面に広大な砂浜を有していたが、侵食が徐々に進行し、現在では３０ｍ程度しかな

い状況になっているので、背後地では平成２１年の台風１８号や平成２３年の台風６号の波浪によ
り、砂利の飛散や海水の流入など越波被害が発生している。このため、砂浜の安定を図り直接的に波

岸 整

位置図

浪を低減することを目的に、平成２５年度より離岸堤を整備している。

岸本海岸
（香南市）

高知県

香南市 岸本

至 高知

国道55号

くろしお鉄道

至 安芸

平成２３年７月１９日撮影 平成２３年７月２０日撮影

H26まで
離岸堤
L=40m

H27
離岸堤
L=17m

H28
離岸堤
L=20m

H28補正
離岸堤
L=23m

H26まで

　H27当初

　H28実施

H28補正
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H28補正

　H29以降



岸本海岸（香南市）の事業実施状況（台風・高波対策）

状況写真

H28
Ｈ28補正

H27まで

H28

L=20m
Ｈ28補正

離岸堤L=23ｍ

離岸距離 100m

堤防から離岸堤中心までの距離 130m

対策断面図

9.80
3個並び

H.H.W.L TP+2.20

TP+4.60
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1:4/3
1:
4/
3

消波ブロック 25t型

H.H.W.L TP 2.20

H.W.L TP+0.72

L.W.L TP-1.07

被覆ブロック 4t型洗掘防止マット T.P. -10.00



西浜海岸は安芸市に位置している この海岸は 海岸侵食が激しく 異常気象時には 背後の人家・国道５５号に越波被害

西浜海岸（安芸市）の事業実施状況（台風・高波対策）

西浜海岸は安芸市に位置している。この海岸は、海岸侵食が激しく、異常気象時には、背後の人家・国道５５号に越波被害
が生じている。このため突堤・離岸堤・養浜を行い砂浜の回復・安定を図る保全施設を整備し背後地への浸水被害を防ぐ整備
を行っている。

位置図

土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線

西浜海岸
（安芸市）

高知県

至 後免(南国市)

至 奈半利(奈半利町)

国道５５号
至 室戸市

至 高知市

H27 L=20m
H26 L=25m

安芸漁港

H25 L=20m H29 L=20m

H26 L 25m
H28 L=15m

伊尾木海岸 提体補強工等 １式

　H26まで

　H27当初

H28実施

H26 台風11号越波状況 事業所への被害
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H28実施

　H28補正

　H29以降



西浜海岸（安芸市）の事業実施状況（台風・高波対策）

状況写真

国道５５号

至 高知市

県道高知安芸自転車道10700

消波ブロック60t型（水中）

消波ブロック60t型（水上）

対策断面図
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平成24年4月12日 撮影

-8.6

-7.6-7.3

-8.8 -8.7
-9.1

中詰ブロック（水中）



手結港海岸（香南市）の事業実施状況（津波避難タワー）

イメージパース香南市にある手結港海岸（ヤ・シィパーク）海岸緑地公園で、 イメ ジ ス香南市にある手結港海岸（ヤ シィ ク）海岸緑地公園で、
海水浴客等の海岸利用者が南海トラフ地震津波から安全かつ確
実に避難できるよう津波避難施設を整備している。

○避難タワー規格○避難タワ 規格
設置位置 ：下図のとおり
避難場所の面積 ：300m2（収容人数600人）
避難場所の高さ ：T.P.+16.3m
構 造 ：鋼製構造（展望台タイプ）

海側から

位置図

高知県

海側から

手結港海岸
（香南市）

イメージパース方向
避難タワー設置場所

10



陸こう常時閉鎖の取組

来るべき南海トラフ地震に備え 高知県では陸こうをコンクリートや鍵で閉鎖する常時閉

資料‐4

来るべき南海トラフ地震に備え、高知県では陸こうをコンクリートや鍵で閉鎖する常時閉
鎖の取組を進めています。今後も利用者と協議しながら、この取り組みを推進していく予
定です。
ただ、陸こうの中でも出入口等で利用頻度が高く常時閉鎖が不可能な陸こうについては、

陸こう常時閉鎖数（４省庁合計）

ただ、陸こうの中でも出入口等で利用頻度が高く常時閉鎖が不可能な陸こうについては、

「水門・陸こう等操作規則」を策定し、現場操作員の安全を確保しつつ適切に操作するた
め体制を構築しています。

全体数 常時閉鎖数 残数量 備考
コンクリート閉鎖 施錠閉鎖 利用時開放※

1173 766 391 199 176 407 残数量のうち、道路遮断陸こう39箇所

利 時開放 平常時は閉鎖し おり 利 時 み開閉作業を行う

陸こう常時閉鎖数（４省庁合計）

①コンクリート閉鎖 ②施錠閉鎖

※利用時開放：平常時は閉鎖しており、利用時のみ開閉作業を行う。
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海岸保全施設の長寿命化計画の策定について

平成26年度の海岸法の改正により 海岸管理者が海岸保全施設を良好な状態に保つよ

資料‐5

平成26年度の海岸法の改正により、海岸管理者が海岸保全施設を良好な状態に保つよ
う維持・修繕すべきことが明確化され、長寿命化計画の策定が必要となりました。

長寿命化計画とは長寿命化計画とは
海岸保全施設の背後地を防護する機能を効率的・効果的に確保するため、予防保全
の考え方に基づき、適切な維持管理による施設の長寿命化を目指すための計画。

計画策定による効果
予防保全型の維持管理を導入
することにより、「防護機能することにより、 防護機能
を確保できること」、「大規
模な対策等を実施する必要が
少なくなること」、「長期的
にみるとライフサイクルコス
トが少なく済むこと」が効果
として見込まれます。

高知県での取組

1

高知県での取組
高知県では、平成27年度から長寿命化計画の策定に取り組んでいます。平成30年
までにすべての162海岸で計画を策定する予定です。



海岸協力団体について

制度創設の経緯

資料‐6

制度創設の経緯
近年、民間の法人・団体が海岸において多種多様な活動を実施しています。 海岸の維持管理を充実させる
ため、これらの法人・団体の活動の促進が必要と考えられ、

→平成26年6月の海岸法の一部が改正され海岸協力団体の制度が創設されました。

海岸協力団体とは

□ 海岸において活動する民間の法人・団体を海岸協力団体
として指定することにより 活動 支援を行うも ですとして指定することにより、活動の支援を行うものです。
□ 海岸協力団体の指定により、海岸管理のパートナーとし
て地域に根ざした民間による活動が促進され、地域の実情に
応じた多岐にわたる海岸管理の充実につながることを期待さ
れますれます。

海岸協力団体に指定されると

海岸協力団体に指定されることにより、その活動に際し占用
等の許可の手続きが簡素化されます。また、 国や海岸管理
者から必要な情報提供や助言等を受けることができるととも
に 法律上位置付けられた団体となることで社会的信用が向に、法律上位置付けられた団体となることで社会的信用が向
上し、円滑な活動につながることが期待されます。

088 833 0111

高知河川国道事務所の募集パンフレット

県内では 国土交通省高知河川国道事務所が直轄高知海岸で活動する海岸協力団体県内では、国土交通省高知河川国道事務所が直轄高知海岸で活動する海岸協力団体
を募集しています。高知県としても、今後、この制度を利用して海岸協力団体の指
定を行っていく予定です。
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